
○ インボイス制度においては、原則として帳簿とインボイスなどの請求書等の保存が仕入税額控除の要件と
なる。また、インボイス発行事業者（売り手）は、課税事業者の求めに応じて、インボイスの交付義務が生
じる。

○ ただし、事業の性質上、インボイスを交付することが困難な一定のものは、インボイスの交付義務が免除
される。

○ また、インボイスの交付を受けることが困難な一定の場合は、（売り手のインボイス交付義務の有無にか
かわらず）買い手は一定の記載をした帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能となる。

＜適格請求書の交付義務免除＞

○ 卸売市場に委託して行う生鮮食料品等の譲渡

○ 農協等における無条件委託・共同計算による
農林水産物の譲渡

○ 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

○ 3万円未満の自動販売機による販売

○ 郵便切手を対価とする郵便サービス

＜卸売市場、農協等が発行した書類の保存＞

○ 卸売市場、農協等から行う一定の農林水産物の仕入

＜帳簿のみ保存＞

○ １万円未満の課税仕入れ【R５税制改正】
※ 基準期間の課税売上高が１億円以下又は特定期間の課税売上高
5,000万円以下である事業者に限る。（令和11年９月30日までの
取引）

○ 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

○ 3万円未満の自動販売機による購入

○ 郵便切手を対価とする郵便サービス

○ インボイス発行事業者が発行した入場券等で使用時
に回収されるもの

○ 古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等

○ 従業員等に支給する出張旅費等

＜売り手の特例＞ ＜買い手の特例＞

下３つは、売り手のインボイス交付義務は免除さ
れないが、買い手は帳簿のみ保存で仕入税額控除
が可能

４ 買手の留意点（インボイス制度における特例）
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